
 

利用制限について（お知らせ） 
 

利用者の皆様へ 

 

兵庫県のまん延防止等重点措置区域拡大に伴い、市の施設全てにおいて、以

下の通り利用を制限させていただきます。 

 皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

                記 

＜期 間＞ 

  令和３年８月 16 日（月）～８月 31 日（火） 

※今後の状況により、変更になる場合があります。 

 

＜利用制限＞ 
 

   ●利用可能時間：午後９時まで 
  
   ●利用者の範囲：但馬地域在住者のみ 
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